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定期監査等の監査結果に関する報告について（提出） 

 

 地方自治法第１９９条の規定による定期監査及び財政援助団体等監査を実施し

たので、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。 
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財 政 援 助 団 体 等 監 査 報 告 

 

１ 監査の目的 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、指定管理者制度が導入されている公

の施設の管理運営について、市の所管課の管理事務が適切に行われているかについて

監査を実施しました。 

 

２ 指定管理団体の概要 

名 称 
佐久南交流拠点施設指定管理事業 

ＪＡ佐久浅間・樫山工業共同体 

代 表 者 
佐久浅間農業協同組合 

代表理事組合長 浅沼 博 

所 在 地 佐久市猿久保８８２番地 

 

３ 指定管理施設の概要 

施 設 名 ヘルシーテラス佐久南 

所 在 地 佐久市伴野７番地１ 

所 管 課 経済部 観光課 

基本協定締結日 平成２８年４月１日 

指 定 期 間 平成２８年４月１日～令和４年３月３１日 

収 入 の 方 式 利用料金制 

 

４ 監査の実施日  

令和３年１２月２４日（金） 

 

５ 監査の方法 

あらかじめ所管部局に提出を求めた下記の資料に基づき、関係職員から説明を聴取

するとともに、関係書類の監査を実施しました。 

 

（１）令和３年度財政援助団体等監査調書 

 （２）基本協定書、募集要項及び業務仕様書 

 （３）平成２８年度～令和３年度の事業計画書及び収支計画書 

 （４）平成２８年度～令和２年度の指定管理者モニタリングレポート 
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（５）平成２８年度～令和２年度の収支状況報告書 

（６）平成２８年４月１日～令和３年１０月３１日までの月別利用実績 

（７）会計処理及び事務処理を定めた規程等 

   

６ 監査の着眼点 

監査の実施に際し、次の事項を基本的な着眼点として監査を実施しました。 

(１) 関係法令等及び協定等に基づき適切に管理されているか。 

(２) 事業報告書の点検は適切になされているか。 

(３) 指定管理者業務に係る会計経理の点検は適切になされているか。 

 

７ 監査の結果 

指定管理者による管理運営については、概ね適正であると認められましたが、一部

に検討、改善を要する事項が見受けられました。なお、検討、改善を要する事項及び

意見は次のとおりです。 

その他軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略しました。 

 

８ 監査の意見 

農産物、物産品の取扱量が年々増加していることは評価すべきことと考えます。一

方で当該施設が販売以外に観光情報の発信、加工体験施設としての役割・目的を担って

いることから、本来の使用目的に沿った有効利用がなされていない部分の検証はきちん

と行ってください。また、他の目的に使用するものについては、協議の上で使用の変更

等を行うよう、指導してください。 

 利用状況を把握する中で必要性を検証し、指定管理者と調整を図ることも必要と考

えます。 

 

 

     

 

 


